
別紙３ 

BIM/CIM 適用業務試行要領 

 

１．BIM/CIM 適用業務の実施方法 

以下に基づき、３次元モデルを活用する。 

 

１．１ BIM/CIM 実施計画書 

３次元モデルの活用について、受発注者間で協議し、以下の内容を記載する。 

１）業務概要 

２）３次元モデルの活用内容（実施内容、期待する効果等） 

３）３次元モデルの作成仕様（作成範囲、詳細度、属性情報、別業務等で作成された３次

元モデルの使用等） 

４）３次元モデルの作成に用いるソフトウェア、オリジナルデータの種類 

５）３次元モデルの作成担当者 

６）３次元モデルの作成・活用に要する費用 

 

１．２ BIM/CIM 実施報告書 

BIM/CIM 実施計画書に基づく３次元モデルの活用について、以下の内容を記載する。 

１）業務概要及び３次元モデルの活用概要 

（実施概要、期待する効果の結果等、期待した効果が十分に得られなかった場合の考 

察を含む） 

２）作成・活用した３次元モデル（作成範囲、詳細度、属性情報、基準点の情報等） 

３）後段階への引継事項（２次元図面との整合に関する情報、活用時の注意点等） 

４）成果物 

５）その他（創意工夫内容、基準要領に関する改善提案・意見・要望、ソフトウェアへの

技術開発提案事項等） 

 

１．３ BIM/CIM 適用業務の確認 

発注者は、受注者が３次元モデルを作成・活用するにあたって、以下の内容を確認する。 

１）３次元モデルの作成内容の確認 

・ 測地系、単位系が正しく設定されているか 

・ 構造物等が正しい位置に配置されているか 

・ 無償ビューワーで３次元モデルを閲覧可能か 

・ BIM/CIM 実施計画書で示した３次元モデルが作成されているか 

２）実施報告書の記載内容の確認 

・ 実施概要、効果の結果等が記載されているか 



・ 引継事項が記載されているか 

・ ２次元図面と３次元モデルの整合に関する情報が記載されているか 

３）電子成果品の納品内容の確認 

・ 各電子納品要領に基づき BIMCIM フォルダが作成されているか 

・ 納品された３次元モデルは、オリジナルデータの他、IFC 又は J-LandXML のデータ形

式で格納されているか  

 

 

２．BIM/CIM 適用業務の発注方法 

BIM/CIM 適用業務については特記仕様書等に明記する。 

なお、BIM/CIM 適用業務は、以下の発注方式を標準とする。 

 

２．１ 発注者指定型 

発注者の指定により３次元モデルの活用を行う方式である。 

発注者が指定した詳細設計業務については、原則として義務項目を活用するものとし、発

注者指定型を適用する。 

また、推奨項目を発注者の指定により実施する場合も、発注者指定型を適用する。 

なお、発注者指定型であっても、受注者からの提案により活用内容を追加することを積極

的に検討されたい。 

 

２．２ 受注者希望型 

契約後において、受注者から３次元モデルの活用希望があった場合に、３次元モデルの活

用を行う方式である。 

発注者指定型を適用するものを除き、全ての業務で受注者希望型を適用する。 

 

３．業務費の積算 

BIM/CIM 適用業務による費用は、見積を徴収して積算するものとする。活用内容の詳細が

受注者との協議により決定すること及び３次元モデルの作成に要する作業が国土交通省の

実施方針においても標準化の途上であることを鑑み、契約後に受注者からの見積により契

約変更で対応する。 

また、発注者が費用負担する場合は、発注者が活用効果等を確認のうえ必要と判断したも

のに限ることに留意する。 


